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介
護
保
険
制
度
は
、
社
会
全
体

で
高
齢
者
の
介
護
を
支
え
合
う
仕

組
み
で
す
。
平
成
１２
年
４
月
に
制

度
が
始
ま
っ
て
以
降
、
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
や
そ
れ

に
伴
う
給
付
費
用
は
年
々
増
え
て

い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

は
、
平
成
３０
年
度
末
で
１
万
２
３

２
５
人
で
す
（
図
１
）。

　

３０
年
度
の
財
政
状
況
は
、
２９
年

度
に
比
べ
て
歳
入
が
２
・
２
％

（
４
億
２
３
３
１
万
円
）、
歳
出
は

２
・
２
％
（
３
億
９
７
７
５
万
円
）

そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
ま
す
（
内

訳
は
図
２
を
参
照
）。
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
原

則
と
し
て
費
用
の
１
割
（
ま
た
は

２
割
、
３
割
）
を
利
用
し
た
本
人

が
負
担
し
、
残
り
の
９
割
（
ま
た

は
８
割
、
７
割
）
を
保
険
者
で
あ

る
市
が
事
業
者
に
支
払
い
ま
す
。

３０
年
度
に
市
が
支
払
っ
た
額
（
保

険
給
付
費
）
は
、
２９
年
度
と
比
べ

て
６
・
９
％
増
加
し
、
約
１
７
３

億
円
で
し
た
。
市
で
は
、
給
付
費

の
適
正
化
を
図
り
な
が
ら
、
サ
ー

ビ
ス
の
質
が
低
下
し
な
い
よ
う
今

後
も
適
切
な
制
度
の
運
営
に
努
め

て
い
き
ま
す
。

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
３

０
５

平成
30年度

介
護
保
険
の
財
政
状
況

＊表示単位未満を四捨五入しているため、各費目の合計、％が合計値と一致しない場合があります

越谷市の高齢者数（65歳以上）と要介護認定者数の推移図１

歳入・歳出の内訳図２ 総務費
5億6,272万円
（3.0%）

保険給付費
172億7,217万円
（92.1%）

介護保険料
（65歳以上の保険料）
47億6,812万円
（24.6%）

支払基金
（40歳～64歳の保険料）

47億9,622万円
（24.8%）国庫支出金

36億1,591万円
（18.7%）

県支出金
26億7,297万円
（13.8%）

市繰入金
29億379万円
（15.0%）

その他
5億8,837万円
（3.0%）

その他
9億2,428万円
（4.9%）

歳出
187億
5,917万円

歳入
193億
4,538万円
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2,622

増
え
続
け
る
医
療
費

厳
し
い
国
保
財
政

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
市

の
一
般
会
計
か
ら
独
立
し
た
特
別
会

計
で
運
営
し
て
い
ま
す
（
図
１
）
。

　

平
成
３０
年
度
か
ら
は
、
制
度
改
革

に
よ
り
、
県
が
医
療
費
の
全
額
を
市

に
交
付
し
、
市
は
納
付
金
を
県
に
納

め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

主
な
歳
出
は
、
医
療
機
関
に
支
払

う
医
療
費
な
ど
の
保
険
給
付
費
で
、

全
体
の
６２
・
５５
％
を
占
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
県
に
納
め
る
納
付
金
が

全
体
の
２７
・
６７
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
経
費
を
賄
う
歳
入
の
中

で
最
も
多
い
も
の
は
、
保
険
給
付
費

を
賄
う
県
か
ら
の
交
付
金
な
ど
の
県

支
出
金
で
、
全
体
の
６１
・
９８
％
を
占

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
加
入
者
が
納

付
す
る
国
保
税
は
、
全
体
の
２０
・
７９

％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
１
人
当
た
り
の
医
療
費
が

年
々
増
加
（
図
２
）
す
る
一
方
で
、

国
保
税
収
入
は
減
少
し
て
お
り
、
国

保
財
政
は
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

こ
れ
ら
収
支
の
均
衡
を
図
る
た
め
、

毎
年
多
額
の
法
定
外
繰
入
金
を
一
般

会
計
か
ら
繰
り
入
れ
て
い
ま
す
。

国
・
県
か
ら
は
、
こ
の
繰
入
金
を
赤

字
と
定
義
さ
れ
、
削
減
・
解
消
を
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

医
療
費
の
節
減
に
ご
協
力
を

○
特
定
健
診
や
が
ん
検
診
を
受
け
て

　
病
気
の
予
防
や
早
期
発
見
を

　

平
成
３０
年
度
は
、
対
象
者
（
４０
歳

〜
７４
歳
）
の
う
ち
６
割
の
方
が
特
定

健
診
を
受
診
し
て
い
ま
せ
ん
。
特
に

４０
歳
代
と
５０
歳
代
の
受
診
率
が
低
く

な
っ
て
い
ま
す
（
図
３
）
。
健
康
管

理
の
た
め
に
、
特
定
健
診
や
が
ん
検

診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

○
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
で
医
療
費

　
の
節
減
を

　

新
薬
と
比
べ
低
価
格
な
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
を
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
国
保
税
の

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　

保
険
税
や
医
療
費
の
支
払
い
が
困

難
な
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

b
医
療
費
・
特
定
健
診
・
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
…
国
民
健
康

保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
５
４
、
国

保
税
に
つ
い
て
…
国
民
健
康
保
険
課

☎
９
６
３
＝
９
１
４
６
、
国
保
税
の

納
付
相
談
に
つ
い
て
…
収
納
課
☎
９

６
３
＝
９
１
４
２

平
成
30
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
財
政
状
況

健
康
管
理
に
努
め
、医
療
費
の

節
減
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

国民健康保険特別会計の歳入と歳出

加入者１人当たり医療費

図１

図2 平成30年度特定健康診査年代別受診率図3

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

▽
市
・
県
民
税…

平
成
３１
年
度
分
の

年
税
額
に
変
更
の
あ
っ
た
方
や
新
た

に
課
税
さ
れ
た
方
、
退
職
等
に
よ
り

納
付
方
法
が
変
更
さ
れ
た
方
に
納
税

通
知
書
と
納
付
書
（
口
座
振
替
の
方

に
は
通
知
書
の
み
）
を
１１
月
８
日
㈮

に
発
送
し
ま
す
。
新
た
に
お
送
り
す

る
納
付
書
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

▽
国
民
健
康
保
険
税…

平
成
３１
年
度

の
年
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方
や
新

た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
年
金
か
ら
の

差
し
引
き
を
口
座
振
替
に
変
更
さ
れ

た
方
に
納
税
通
知
書
と
納
付
書
（
口

座
振
替
を
ご
利
用
の
方
に
は
通
知
書

の
み
）
を
１１
月
１５
日
㈮
に
発
送
し
ま

す
。
な
お
、
２
月
よ
り
、
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
を
口
座
振
替
に
変
更
す

る
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
課
ま
た

は
北
部
・
南
部
出
張
所
で
１１
月
２９
日

㈮
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
に
必
要
な
も
の
は
、
保
険
証
、
振

替
口
座
の
通
帳
と
届
出
印
（
新
た
に

口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
の
方
の

み
）
で
す
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

４
、
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎

１
階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
１１
月
３
日
㈷
・
１７
日
㈰
・
１２
月
１

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

b
収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）
☎
９

６
３
＝
９
１
４
２

□
社
会
保
険
料
控
除
資
料
を
お
送
り

　
し
ま
す

　

社
会
保
険
料
控
除
資
料
を
１１
月
上

旬
以
降
に
順
次
お
送
り
し
ま
す
。
控

除
資
料
と
納
付
額
の
合
計
が
一
致
し

な
い
場
合
は
、
領
収
書
を
お
持
ち
の

う
え
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

〈
国
民
健
康
保
険
税
〉　
１０
月
２１
日

ま
で
に
納
付
が
確
認
で
き
た
世
帯
の

世
帯
主

〈
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
〉　
１０

月
２１
日
ま
で
に
納
付
が
確
認
で
き
た

被
保
険
者

〈
国
民
年
金
保
険
料
〉　
９
月
３０
日

ま
で
に
納
付
し
た
方
（
１０
月
１
日
以

降
に
初
め
て
納
付
し
た
方
は
令
和
２

年
（
２
０
２
０
年
）
２
月
上
旬
に
発

送
し
ま
す
）

b
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て…

国

民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４

６
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ

い
て…

国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３

＝
９
１
７
０
、
国
民
年
金
保
険
料
に

つ
い
て…

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０
＝
０
０
３
＝
０
０
４

□
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

○
青
色
申
告
決
算
説
明
会

a
１２
月
５
日
㈭
、
午
後
２
時
〜
４
時

　

d
サ
ン
シ
テ
ィ
小
ホ
ー
ル　

g
青

色
申
告
決
算
書
の
作
成
方
法
等

○
税
を
考
え
る
週
間

　

１１
月
１１
日
〜
１７
日
は
「
税
を
考
え

る
週
間
」
で
す
。
今
年
の
テ
ー
マ
は

「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」
で
す
。
詳

し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.nta.go.jp/

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

b
越
谷
税
務
署
☎
９
６
５
＝
８
１
１

１
（
代
表
）

国
民
健
康
保
険
税
の
第
６
期
納
期
限
は
12
月
2
日
㈪
で
す

（金額は四捨五入）

＊ 医療費は、加入者の一部負担金、国民健康保険からの保険給付、
　その他公費負担を合わせた保険診療による医療費の総額です

H26

（円）
340,000
335,000
330,000
325,000
320,000
315,000
310,000
305,000
300,000
295,000
290,000

H27 H28 H29 H30

318,637

336,284

306,474

322,761

331,293

40歳代

受診率
60.0％

50.0％

40.0％

30.0％

20.0％

10.0％

0.0％
50歳代 60歳代 70歳代 合計

30.0%

21.2％

45.1％
52.2％

41.4％
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億円

国保税
73億5,935万円
（20.79％）

353億9,248万円 345億7,526万円

保険給付費
216億2,660万円
（62.55％）

事業費納付金
95億6,689万円
（27.67％）

県支出金
219億3,839万円
（61.98％）

繰
越
金
26
億
7,443
万
円（
7.56
％
）

その他 １億５,８１９万円
（0.45％） その他 25億2,331万円

（7.30％）

繰
入
金
等
32
億
6,212
万
円（
9.22
％
）

保
健
事
業
費
3
億
1,491
万
円（
0.91
％
）

総
務
費
５
億
4,355
万
円（
1.57
％
）

歳入 歳出

税・国
保

の
お
知
ら
せ


